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冷戦時代、 日本 は東アジアの安全 保障の分野 において、 日米安全保障条約 の枠

組みの中での防衛同盟 の強化、中国、北朝鮮の牽制を含めた条約の責任の遂行に努

めていたが、その一方では周辺諸 国 との関係 において 「静 かな外交」を実行 し、

1968年 に発足 された太平洋貿易開発機構 の枠組みにおいてはそれ らの国 ・々 と経済的

な対話を進めてきた。

1980年 代か ら1990年 代にかけて、地域の国際関係 システムの緊張が若干緩和 され

た。 っま り、冷戦が終結 した。 ソ連が東アジアにおける自らの軍事的存在の縮小 を

開始 し、1989年 、それ まで対立 していたソ連 と中国の関係が正常化 した。1991年 、

1992年 にアメリカ合衆 国はフィリピンにおける軍事基地を放棄 した。それ とともに

周辺諸国は、比較的安定 していた米 ソ2極 の国際関係システムが崩壊 したことによ

り、第二次世界大戦後初めて安全保障 の分野における地域の協力の必要性 を痛切に

感 じるに至った。 ソ連ブ ロックは眼前 で崩壊 し、東アジアにお ける国家間の対立が

激化 した。 このことは冷戦時代 のイデ オロギー的なブ ロックに分かれた対立がその

終了後、国家主権、領土的な統一に とってよ り危 険な脅威の発生に取って代わった

ことと関係す る。っ ま り、軍事衝突 と地域紛争を含んだ問題が発生 し始 めた。その

ため、2国 間、多国間レベルでの安全保障へ の関心が高まった。

朝鮮半島の南北分断、台湾のステータスの問題、尖閣諸島の領有に関す る中国、

台湾、 日本の問での領土問題 、ロシア と日本の問にある北方領土の問題な ど冷戦時

代 の遺産 として残 った東 アジア地域 における紛争問題 に新 しい脅威が加わった。 ま

ず、第一 にあげられ るのは、地域にお ける大量破壊兵器の拡散 と国際的なテロリズ

ムである。そ して、エネルギー問題、石油、石油製品の価格の高騰は石油資源が豊

富な南 シナ海の島々とその大陸棚の領有問題によ り東 アジア、東南アジア諸国間の

関係 を悪化 させた。 中国、ベ トナム問のパーシャル諸島の領有問題 、中国、台湾、

ベ トナ ム、マ レー シア、フィ リピン間のスプ ラ トリー島の領有問題 はこの問題 であ

る。中国は、2国 間、多国間のほぼ全ての領土問題 に関係 してい る。 この問題 にお

ける中国の態度は、中国政府が問題 となっている領 土問題 をカによって解決すると

い う政治的意思 と軍事力 によって定義 され る。 したがって、東 アジア諸国はそれぞ

れが、安全 の問題 において、地域 にお ける不安定な状況 と軍事衝突 が起 こる危険性

を回避 す るために、集団で努力 しなけれ ばな らない ことをはっき りと認識 してい

る。

日本 は、当然、東 アジア諸国 との2国 間、多国間の安全問題 に関す る対話の拡大

に関心 を持 ってい る。 しか し、冷戦後、安全問題に関する 日本 と東 アジア諸国との

協力 は、アメリカ との2国 間の戦略的パー トナーシ ップ関係への補足であ り、その

ことに気づかないわけにはいかないだろ う。その上 、冷戦後、地域 の大国との新 し

い協力関係は、 日本政府に とって 日米安保条約の枠 内においてのみ可能になったの

であ り、この分野におけるアメ リカの国益に応 える範囲内である。

1994年 、 日本政府 は植民地支配の過 去に対 して東アジア諸国に謝罪 し、周辺諸国
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との新 しい信頼関係 と協力関係 を築 く意思があることを初めて公式に表明 した。防

衛庁 と日本の外務省 は、ASEAN諸 国、韓国、中国に対す るこのよ うなアプローチ を

すでに1990年 代初頭 に承認 した。 日本 は、1992年 か ら1993年 のカンボジアにお ける

国連の大規模な国際的平和再建作戦 に積極的に日本の平和維持部隊を参加 させ た。

つ ま り日本の自衛隊が第二次世界大戦後初めて国外で平和維持活動に参加 し、東南

アジア諸国の疑惑を部分的に晴 らすこ とができた。

日本は、1992年 か ら合同の軍事演習に参加 し、軍人の交流を積極的に行 うこ とに

より、韓 国との関係を うま く発展 させた。二国間の軍事部門にお ける協力は、韓国

政府が 日本の軍国主義 の再興 に反対 してい る状況下で発展 していることが特徴 的で

ある。,日韓の軍事協力は、北朝鮮の核開発の実施 と新 しいロケ ッ ト技術の開発 を背

景に進め られている。東アジアの安全の分野における協力の発展へ と日本政府 を向

かわせているのは、朝鮮半島の不安定化の潜在的な脅威に対抗す るための、また中

国牽制のための 日本、韓 国、アメ リカ合衆国の3国 間のパー トナーシ ップを目指す

ワシ ン トンの政策 である。(山 口1999、p.3-24)1998年10月 、 日韓両国は、北朝

鮮が中距離 ロケッ トの打ち上げを成功 させ た後、朝鮮半島の不安定化 に対す る懸念

を表明 し、両国の軍事協力の発展への呼びかけ と安全 の問題 における直接対話 を盛

り込んだ共同宣言 を発表 した。

日本 と韓国の安全 の問題 に関す る対話の発展の成功を背景 に、中国 とのー協力発展

にはブ レーキがかかって しまった。 日本側 は、1980年 代 中ごろか ら、中国政府の注

意 を東 アジアの安全強化に関す る問題に向けよ うと様 々な努力 をしてきたが、すべ

て無駄 に終わっている。 日本は、中国が自国の軍事予算 と軍事建設 をより透 明性が

あるものに し、ロケ ッ ト技術 の輸 出を禁止 し、ロケ ッ ト技術 の非拡散体制 、MTCR

(MissileTec㎞ologyControlRegime)を 遵守 し、核実験実施を禁止することを主張

している。

安全問題 に関す る日中の対話は、1989年 の天安門事件 と1996年 の中国による核実

験 の実施後、中断 されている。 日本政府 は、直面す る安全問題 と東 アジアの安定 に

関す る中国政府の要人 との直接対話 を望んでいるが、中国政府 は、毎回 日本のイニ

シアチブを無視 している。そ うす ることにより中国は、 日本にアメリカ合衆国 との

戦略的パー トナーシップを深 めさせ ている。 日本政府は、安全保障問題における国

益により応えてくれ るのは、中国 との安全問題 における実 りの少 ない妥協よ りもア

メ リカ との協力強化であ り、 日米安全保障条約 の可能性 を利用す ることであると何

度も納得 している。

日本政府は、東アジアの国々 との この問題に関す る多面的な対話の拡大に対する

慎重 な態度 を示 し始 めた。M・S・ ゴルバチ ョフが1991年4月 に来 日し、1991年12月

にソ連が崩壊 した後、 このこ とが起 こった。 当時 、モス クワは 日ロ関係 を本 質的

に改善する準備があ るとい うシグナル を送 ってお り、 日米安全保障条約 を自国の

国益 に対す る脅威 と考 えてい ない と 日本政府 は理解 していた。1991年6,月 、 日本

の中山太郎外務大臣は、全 ての東 アジア諸国の相互安全問題 を話 し合 う機 関 とし

てのASEAN諸 国の外相会議 を招集す るアイデア を支持 した。 中山外相 の発言 に対す

るASEAN諸 国の反応は冷静 なものであったが、1993年 までの東アジアにおける安全

問題 に関す る多 国機関の設 立問題 におけるアメ リカのネガテ ィブな態度 を変化 さ

せた。1993年7月 、このイニシアチブの一環 としてASEAN地 域フォーラム(ASEAN

RegionalForum-ARF)が 設立 された。1994年 か らこの機 関は、東アジア、東南アジ
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ア諸国が直面する政治、経済、安全の問題を審議す る会合を毎年行 ってい る。

ASEAN地 域 フォー ラムの事業の一環 として、参加 国間の信頼関係 の醸成 のための

手段の開発、予防的な外交の実行の開始、紛争の解決 とい う安全保障問題に関する

段階的な協力のステ ップが設け られた。ひ とつのステ ップか ら次のステップへ と進

むテ ンポは、ASEANの 全ての参加 国の安全 に対す る脅威 の解釈 と集 団で安全の強化

の課題 を解決す る準備 によ り決定 され る。 その他、集団に よる安全 問題 に関す る

参加 国の対話は、政府 間の レベルで締結 され た合意、アジア太平洋地域における

安全問題に関す る協力問題会談(CouncilfbrSecudtyCooperationintheAsia-Paci且c-

CSCAP)で 行われる非政府機 関 レベル で締結 され た合意 によって さらに強化 され

る。1999年 のASEAN地 域 フォーラム第6回 会合の開催 までにこの機関には、ASEAN主

要10力 国の他 に、 日本、中国、韓国、モンゴル、 ロシア、パプア ・ニューギニア、

オース トラリア、ニュー ジーラン ド、カナ ダ、アメ リカが名 を連ねた。中国の代表

は、!994年 か らフォーラムの全ての会合に出席 し、多大な影響を与えた。 この地域

的な安全問題に関す る機関の参加 国は、予防的外交の実施 の合意の レベル には達 し

ていない。 中国がこの方向で進むことを阻止 しているか らである。 中国はこの方向

性に 自国の国益に対す る脅威 を見出 している。

日本 は、ASEAN地 域 フォー ラムの作業 の成功 に関心を示 してお り、全ての会合に

積極 的に参加 している。 日本は、安全 問題に関わる集団的な協力 とい うアイデアに

同調 してお り、参加諸国間の関係、つま り、もともとは対立な どなく、力によるも

のではなく、 日本の国益に脅威 を与えるものではない関係形成 に対するASEAN諸 国

の努力 を支持 している。集団的な安全 を 日本政府 は、 どこかの国に対抗するもの と

しての協力ではなく、地域 の国々の議論 を要す る問題 を政治的、外交的な方法で武

力を行使せず に解決す るための協力 と理解 している。(Kamiya,1997,pp.23-24)ま

た、ASEAN地 域フォー ラムは、そのメンバーの国に攻撃が加 えられた場合、お互い

に防御することを形式的にさえ義務 としていないことも 日本 にとって都合がよい。

日本 にとってこの ことは、防衛 目的でほかの国々 と協力す ることを禁止 し、 日米安

全保障条約の枠内で2国 間の安全関係 を保つ ことを許可する自国の憲法をフォー ラ

ムに参加 しても犯すことがない とい うことを意味する。

このよ うにして、ASEAN地 域フォーラムは、地域 の安全保 障システムの強化に 日本

が参加す る幅広い可能性 を提供 してい る。 日本 の外務省 と防衛庁の代表は、定期的

にASEAN地 域 フォーラムの会合 に出席 し、平和維持活動、地域における信頼の醸成

の問題 の話 し合いに参加 している。 日本の学界、政界 の代表 も定期的にアジア太平

洋安全保障協力会議 に参加 している。(Dobson1999,pp.152-171)

ASEAN地 域フォーラムに参加する と同時に 日本政府 は1994年 から、地域の安全保

障問題 と信頼 の醸成の手段にっいて話 し合 うために、中国、韓国、ロシア、アメリ

カの専門家を招き、アジア太平洋地域 にお ける安全保障ゼ ミナール を定期的に開催

している。東 アジアにお ける集団的安全保障のアイデアを支持 しっつ、 日本政府は

1997年 、アメ リカ、中国、 ロシア、 日本が参加 した安全保 障問題を話 し合 う4力 国

対談、朝鮮半島にお ける非核 ゾーン創設について話 し合 う6力国対談の発起人 とな

った。

ASEAN地 域フォーラムの作業への 日本 の参加 は、地域 レベルの安全保障分野にお

いて切 り離す ことができない もの となった。 しかも、 日本は、この分野 において集
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団で政策を実行する際に、 日米安全保障条約の 自らの義務 に目を向ければ、 日本政

府は条約を破棄するつ もりはないので、起 こ りうる問題をよ りはっき りと認識す る

よ うになった。 日本政府 は、安全保障 と協力にかかわる地域の機関に参加 しつつ 、

自らの活動 を重要ではあるが、基盤 となるアメ リカ との関係への補 足であると考 え

ていた。防衛庁 と外務省 の幹部は、ASEAN地 域フォーラムの地域の関係 のシステム

における安全を保障す るもの としての役割 を過 大評価 してはお らず、その制限 され

た可能性 を見てい る。 このこ とは、ASEAN地 域フォー ラムは、第一 に安全保 障分野

において、実際的な決定を採択す る機 関ではな く、諮問機 関であることと関係 があ

る。例 えば、地域フォーラムは、北朝鮮が核開発 を中止するように影響 を与 えるこ

とはできない。(北 朝鮮 は2000年 中旬ASEAN地 域フォーラムに加盟 した)ま た、地

域 フォー ラムはその参加 国間に残 る領土問題 を解決することもできない。 この こと

は、スプ ラ トリー島、台湾海峡 、朝鮮半島の非核化、そのほかの議論を必要 とする

地域の国際関係問題にも関連す る。(Yamakage1997,p.302)

日本 の政治家は、国家の安全保障の基盤 と考 え、 日米安全保障条約に対す る忠実

さを保 っている。アメ リカは、 自らの地政学的、地域戦略的国益 の枠組みでもって

東 アジアにおける 日本の外交 をコン トロール し、地域の集 団的機 関に日本が参加す

ることを制限するために日本政府に圧力 をかけてい る。1994年 、防衛 問題 に関する

総理大臣の顧問グループが地域 の集 団の安全保障機関における活動 を活発化 し、 日

米安保条約 の活動 を削減す ることを提案 した ときに、ワシン トンか ら即時にネガテ

ィブな反応 があった ことは、特徴的である。北朝鮮の核開発 問題 の解決 の糸 口が見

えず、台湾海峡における危機の危険性 があるため、 日本政府 は、アメリカ政府 を、

政治、地域の国々 との関係 において支持せ ざるを得 ない。 このことによって、 日米

安保条約 を強化 し、アメ リカ軍の地域にお ける滞在 を維持 しよ うとす る日本政府の

政策の一貫性が説明できる。

日米安保条約が冷戦後の安全保障分野における日本の地域政治の実現において果

たす役割は相変わ らず重要である。 日本 は、東アジアにお ける二つの危機、つ ま り

朝鮮戦争 と1949年 に中国が出 した声 明の後の台湾海峡にお ける緊張が 自国の安全保

障に及ぼすネガティブな影響 を警戒 し、アメリカ と安全保障条約を締結す ることに

非常な関心を示 していた。1990年 代半ば、新 しい歴史的な狭間で、 日本政府 は再び

朝鮮半島と台湾海峡における緊張の増大 とい う類似 の状況 に直面 し、アメ リカ との

戦略的関係 の強化をはかった。

しか し、1990年 代初頭には、 日本 の与党 内には安全保 障条約 に参加 し続 けること

の妥 当性 に対す る疑問の声 もあった。 この疑問の声は、貿易、経済の分野で 日米関

係 の緊張が増 したこと、1990年 代初頭か らの第1次 イ ラク戦争へのアメリカ軍支援

のための 自衛 隊派遣に対する懸念、将来における沖縄のアメリカ軍基地のステー タ

スがはっき りしない ことに より高まっていた。 日本政府 は、安全保障問題 における

アメ リカか らの独立性を強化 しよ うとしていた。

しか し、1994年 に起こった北朝鮮 の核開発、ロケ ッ ト開発による危機 によ り、再

び 日本の与党勢力は 日米の防衛協力 を維持す ることの重要性 を認識 した。一方で、

様 々な問題が発生 した。 とい うのは、安全保障条約の第6条 によると、 日本政府

は、アメ リカ と事前 に協議 した後、韓国領 を含 めた 日本の領土外での作戦活動が可

能 なアメ リカ軍の基地が配置 でき るよ うに領土を提供 しなければならいないのであ

る。アメ リカはこの場合、朝鮮半島の状況 が激化すれ ば、 日本領か ら韓国に軍事部
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隊を送 るつ も りである。 ところが、冷戦以後、 日本政府は朝鮮半島における新 しい

戦争 には関わ りた くない と考えつつ、同時に、朝鮮半島の状況が激化 した場合は朝

鮮半島におけるアメ リカの活動 をさらに積極的に支持す るとい うアメ リカか らの執

拗 な要求 に応 えざるを得 ない。アメ リカ政府は、危機の際の後方支援 を要求 してい

る、つま り日本が諜報情報の収集へ積極的に参加 し、太平洋に配置 されてい るアメ

リカ海軍の戦艦の修理を供給 し、アメ リカの軍事的な必要性のために民間の港、空

港 を利用することを許可するよ うに 日本 に求めているのだ。そのほか、アメリカ国

防省 は、 日本の 自衛隊に北朝鮮の海上封鎖 に備 えるよ う呼びかけ、 日本の海上 自衛

隊の駆逐艦 を朝鮮半島水域 の機雷撤去 のため派遣す るよ うにも呼びかけてい る。

(HughesI999,pp.93-96)

日本政府 は、東アジアにおける危機 の際にアメ リカ軍への後方支援に関す るアメ

リカの全ての要求 をそれ相応 に満たす可能性 を持っていない。 日米の防衛問題 にお

ける協力 の新 しい書類 、つま り1997年 に両国が調印 した 「新 日米 防衛ガイ ドライ

ン」 にさえ、地域の非常事態の際に 日本がアメ リカに対 して防衛の手助 けを しなけ

ればな らない とい う義務 については、意図的 に書き記 されていない。東京 は、 日本

側 のあ らゆる行動、例 えば朝鮮 半島の衝突 にアメ リカ側 として直接関与す ること

は、集 団防衛 に参加することを禁止 している 日本の憲法にはっき りと違反する とい

うこ とを懸念 している。 したがって、 日本政府 は、朝鮮半 島で紛争 が起 こった場

合、アメ リカ軍に とって必要であれば、アメリカに 日本 の領土を利用することを許

可す る準備 はあるが、アメ リカ軍の後方支援を した り、朝鮮 半島水域の機雷撤去作

業に参加 した りす る準備はない とい うことを、前 もってアメ リカ側 に言わなければ

ならない。 この ような立場がアメ リカの与党勢力内に安全保障問題 において将来的

に日本 との協力を続けることの妥 当性 に対する多 くの疑問を生み出す こと、このよ

うな協力で 日本 は多 くのものを得 るが、アメ リカは、東アジアにお ける潜在的な紛

争地域での後方支援 さえもあてにできないのではないかとい うような疑問を生み出

すこ とを日本が危惧 していることは、当然である。 しか し、同時に 日本では、別の

議論がな されてい る。紛争地域は、 日本の領土のごく近い ところに位置するので、

日本が直接的に軍事行動に関わることは、国家の安全保障にとって もっともネガテ

ィブな影響を与えかねない とい うものである。

日本 は、できるだけ早 く、 目の前で揺 らいでい る戦略的盟友であるアメ リカの日

本に対す る信頼が回復に関心を示 していた。1996年 、 日本は、アメ リカ との安全保

障に関す る共同声明に、1997年 には、1999年 に国会の承認 を得た 「日米ガイ ドライ

ン」に合意 した。2001年9 ,月のアメ リカでの同時多発テロの後、イ ラクへのアメ リ

カの軍事侵攻が始ま り、 日本政府 はアメ リカ軍支援 のため、イ ラクへの 自衛 隊派遣

を急いだ。 このことは、アメリカの政界に肯定的に評価 された。

台湾海峡における緊張が恒常的 に続 いていることも日本 とアメ リカの戦略的パー

トナー シップの強化を促進 してい る。 日本だけではな く、東 アジア諸国は、中国に
おける軍事建設が速いテ ンポで進め られていること、軍事費が拡大 し、その予算が

透明で はない こと、中国人民解放軍の潜在的攻撃能力が増大 してい ることに危機感

を抱いている。 日本 は、特 に北朝鮮 が行 った核実験、中国からの近隣諸国へのロケ

ッ ト技術の流出を危惧 している。 日本 の軍事 関係者、政界関係者の間では、中国が

南シナ海 における 日本の水路に対す る脅威 を生み出すためには、小規模な海上軍事

力で十分である とい う見方が強い。 中国の積極的な軍事的準備 は、1996年3月 の台
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湾総統選挙の前 日、中国が台湾海峡でロケ ッ トを使用 し、軍事演習 を行 ったこ とに

より示 された。その ことによ り、 日本 は、 中国が原因で起こる潜在的な脅威 を中和

す るための適切 な手段 を探す ことが必要で あると考え始 めた。 そのためアメ リカ

は、中国海 軍の海上軍事演習 を行 っているところへ 日本 にあるアメ リカ軍基地 に停

泊 していた空母インディペンデ ンスを送 ることになった。 このことは、中国に対 し

てアメリカは紛争に介入 し、必要 とあれば台湾 の国益 を守 る準備があるとい うサイ

ンとなった。

1997年 の新 しい 日米安全保 障条約 の調 印は、 日中関係の緊張を強めた。東アジァ

における日本 とアメ リカの義務の境界線、いわゆる周辺地域 を示 した項 目は、 もっ

とも矛盾 した ものとなった。 この境界線は、地理的な基準だ けではな く、状況的基

準で決定 されるのである。 これは、 日本列島、台湾、韓国、フィ リピンを含む と両

国がはっき りとした地理的境界線 をあ らわ した1960年 の 日米安保条約 の合同活動の

枠 の決定に対する 日本 のアプ ローチ と対象をなす。両国が義務を負 う地域が広域に

わた り、境界線 が不明確で、特定 の危機的状況の進展に依存す る日米の共 同防衛に

関す る新 しい同意は、1999年5月 、 日本の国会 で承認 された。

義務を負 う地域 の決定 を状況によって決定す るとい うアプローチは、 日本の軍事

関係者 と政治家に とって課題解決 を最低 でも2つ や さしくしてい る。まず 、彼 らは

必要 とあれば、 日米安全保 障条約 が義務 を負 う1960年 に明言 された東アジアの伝統

的な地理的境界線 を遠 く離れて拡大す ることがで きる。例 えば、今 日、1996年 の 日

米共同声明で言及 された義務 を負 う地域にはすべてのアジア太平洋地域が含まれて

い る。第2に 、安全保障に関わる協力 に対す る状況的なアプ ローチは、 日本の政治

家のために、東アジア地域において 日米両国に とっての重要な敵 を中国としていな

い 「新 日米ガイ ドライ ン」の解釈における戦略的な不明確 さに好都合な条件 を作 り

出す。!960年 の 日米安全保障条約 によると、東アジアにおいて 日米両国が共同で義

務 を負 う地域 は、前述 のよ うに台湾を含 んでいた。1996年 の台湾海峡 での出来事

は、東アジアにお ける 日米の戦略的パー トナー シップの文脈 において、中国 と台湾

の関係 は冷戦後も緊張が続いているとい うことを示 した。 しか しなが ら、 日本 もア

メ リカも中国を軍事力 で持って共 同で攻撃する標的 とす ることに関心は示 してお ら

ず 、中国 を隅に追いや り広い国際協力 の可能性 を奪 うこ とを回避 しようとしてい

る。反対に、アメ リカ政府 と日本政府は、東アジアの安全保 障問題 を含めた中国の

多岐にわたる国際的な対話に関心を示 した。それ と同時に戦略的な抑止は止めてい

ない。

状況的なアプローチは、 日本の関係者 の意見によると、中国を牽制す るとい う課

題 の解決のための最適の手段 であ る。一方では、台湾 を 日米軍事同盟 が義務 を負 う

地域 としなくて もよい。つま り、台湾 を周辺 に含 めな くて もよい ので ある。 しか

し、他方では、台湾海峡の状況が激化すれば、中国か らの攻撃を抑 えるためにアメ

リカの軍隊と日本の部隊が力を合わせ ることができる。 もちろん、 中国側は 「日米

新ガイ ドライン」のテキス トにお ける言語学的な妙案を認めてはお らず、 日米両国

が台湾海峡で中国を牽制 しよ うとするすべての動きを内政干渉 とみ なしている。 し

かも、中国は、台湾海峡地域での起 こりうる状況悪化の際に中国の核 とロケ ッ トを

抑制す るための東アジアにおけるアメ リカの ミサイル防衛プロジェク トの実施 に 日

本が参加す るこ とに難色 を示 してい る。 中国政府は、 ミサイル防衛 の実験が成功

し、戦闘態勢に入 った ときに、 日本が台湾が中国か らの独立を強めることに加担す
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るのではないかとの懸念 を持っている。

これ らすべてのことで1997年 にアメリカ との 「新 日米防衛協定」に 日本政府が調

印 した後、 日中関係の緊張が増 している。 中国政府 は、 日本の代表 との2国 間の会

談の度 に、対 中国的な方向性 を示 している東アジアにおけるアメ リカ との戦略的パ
ー トナーシップを日本が強化することに対 してネガテ ィブな意見を述べている。

冷戦後の期間、 日本 の与党勢力 の政治的積極性によ り、国家の安全 のため防衛部

門の強化へ と方向転換 がな され、 日米 軍事パー トナー シップが再解釈 された。 しか

し、 日本政府は、東アジアの安全保障分野において、例外的に政治を軍事成分の強

化 に向けることはなかった。与党勢力 は、同等 に安全保障の軍事以外 の手段、第一

に、地域の国々 との経済的な協力 に注意 を向けている。 日本は、経済発展 と相互依

存が世界の、そ して東 アジア地域の安 定 した発展を、その安全 を保証するものであ

ると確信 している。 日本は、経済の分 野において東 アジアで積極性 を示す ことに関

心 を持っている。 この ことは、1997年 か ら1998年 の経済危機 、社会的な格差 の拡

大、環境問題、っま り、経済的な手法 でかな り解決で きる安全 の問題すべてに関わ

っている。

東 アジア、東南アジア諸国が 日本の経済援助の遅 さを批判 していることも事実で

ある。 しか し、1998年 ハ ノイで開催 され た 日本 、ASEANサ ミッ トで小渕総理大臣が

「日本は地域のすべての国々に安定 と安全の強化、人間の安全 問題 の解決 のために

積極 的に経済協力 を行 う準備がある。 日本は、必要 としてい る東アジア諸国に食糧

援助、医療援助を増量 させ る準備 がある。」 とい う旨の発言 をしてい る。(Asian

CrisisandHumanSecurity...,1998)冷 戦後幅広い経済協力を支える地域諸国 との

相互依存の強化 、諸外 国に軍事大国ではな く経済支援、技術支援を行 う準備がある

経済的 に発達 した国家 とい うイメージを創 り上げるために 日本国憲法の反戦ノルマ

は、大変必要 とされてい る。

このようにして冷戦期の東アジアの安全保障分野における日本の政治は、3つ の

決定的な要 因、っま り、米 ソ2極 の国際関係 システ ム、1961年 の 日米安全保障条

約、 日本国憲法の反戦 ノルマ、によって形成 された。 日本の地域の安全保障におけ

る貢献は、 日米軍事同盟への参加 とい う間接的なものであった。 日本は、地域のい

かなる安全保障機関にも加盟 しなかった。冷戦期 を通 し、 日本は、工業的ポテンシ

ャル、技術的ポテ ンシャル、経済的ポテ ンシャル の強化 に努め、 この ように して地

域の安定と安全を維持 しようと徐々に工業大国、経済大国 となっていった。

冷戦後、国際関係 の構造が変化 し、米 ソ2極 モデルが崩壊 したこ とによ り、 日本

政府 は、東アジアにおける安全保障 と安定の問題 についての地域の国々 との対話を

活発化 させた。 しか し、 日本は、自らの活動 を厳 しく制限するものにぶつかる。 日

本の地域の国々への関係は、まずアメ リカのそれ らの国々への関係 によって決定 さ

れる。 日本の政治的、軍事的なアメ リカか らの独立性は1951年 ごろと同 レベルであ

る。 日本政府は、地域 におけるアメリカの同盟国 との関係 を強化す ると同時に冷戦

時東アジアにおいて ソ連の影響下にあった国々 との関係強化にも取 り組 んでいる。

日本政府は、地域の大 国との安全保障の分野における対話の欠如を効果的な経済政

策 と貿易にお けるコンタク トを拡大す ることによって補お うとしてい る。 日本政府

は、地域の国々 との経済的相互依存の強化に国家安全強化のための重要な要因を見

てい る。

冷戦後、 日本 は地域 の大国とい うステータスを得 よ うと努めてお り、地域におけ
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る戦略的同盟国、アメ リカの手先 とい うイ メージから離れることに関心 をもってい

ることをデモンス トレーシ ョン している。 日本 についての新 しいオフィシャルでは

ない認識、より独立 した国とい うステータスは、1997年 クアラル ンプールで開催 さ

れたASEAN+3の 会合で現れた。 この会合で、 日本は、中心的な役割 を果た した。 日

本は、地域の国々の発展の問題 の話 し合いで政治的、経済的な手法で本質的な前進

をな し遂げた。その過程で 日本 の リーダーた ちは、進歩 と相互依存に よって、冷戦

時代 にできた障害 を乗 り越 え、地域の大国 と行 動を共 にす る準備 があるこ とを示

した。 日本は、中国、韓 国、ASEAN諸 国に協力 のために手を差 し伸 ばす ことによっ

て、戦前、戦中の植 民地帝国としてのネガテ ィブなイメージを大幅 に弱めることが

できた。

冷戦後の 日本の地域政治の基盤 には、4つ の基本原則 がある。反軍国主義、 日米

安保条約の維持 、汎 アジア主義、地域のすべて の国益に基づいた経 済的発展 であ

る。 日本は、周辺諸国 との関係を本質的に改善 した。 日本は外交努力、経済的努力

によって、デ リケー トな問題である安全保障をも含め様々な地域の相互依存の分野

における幅広い対話 を可能 とした。東アジアの多 くの国々は、今 日日本を権威ある

地域の リーダー と見ている。政治においては、東アジア経済協議体(EAEC)の 創設

で 日本はイニシアチブを取っている。東ア ジア経済協議体の課題は、東アジア諸国

の経済的統合、その後に続 く政治的統合 である。経済分野においては、アジア銀:行

が 日本 を地域の国々への経済援助の提供 にお ける リーダーである と認 めてい る。

ASEAN地 域 フォー ラムは、 日米安全保 障条約の枠を出て、地域の安全保 障問題でよ

り積極的な役割 を果たすよ うに 日本に提案 している。

冷戦後 、日本が東アジアの リーダーへ名乗 り出たことは、中国、アメ リカ、地域

の国々 との厳 しい競争 を意味 している。 この ことによって東アジア経済協議体,ア

ジア銀行 の作業 における日本のある一定の拘束状態 を説明できる。 日本 としても、

ネオ植民地主義政策 の実行 とい う嫌疑 をかけられない ように、東 アジアの リーダー

となる野望 を露骨に示そ うとは していない。 日本は、汎アジア主義、インターナシ

ョナ リゼー ションに基づいた諸国の地域友好のオーガナイザー としての役割に感銘

を得ているのである。 しかも、 日本が何かの地域機 関の トップになれば、必ず起 こ

るであろう中国 とアメ リカ との関係が緊張す ることを避 けよ うとしている。

冷戦後、地域 のすべての国々 との橋渡 しのた めに慎重な柔 らかい外交を行い、 日

本は、東アジアの国々 との駆け引きにおいて、最終的な 目標 、つま り東アジア諸国

の共同体を形成 し、統率するとい う目標 に従 い少な くない成果 をあげてきた。 日本

が重要 な役割を果た している二つ の機 関東アジア経済協議体 とアジア銀行 の作業が

効果的ではなくても、 日本にとっての障害 とはならない。 日本 は、長期的にはこの

地域機 関を統率 し、東 アジアすべてに影響を広 げられ ると考えている。 日本に とっ

て重要 なことは、時間が経つ につれ肯定的な芽生 えを与えて くれ る種 をま くことで

ある。つま り、地域の国々を、 自らの後援の元 に統合するのである。

冷戦後、 日本政府は、米 ソ2極 システムが存在 した時期 に失われた地域 の国々 と

の政治 、経済分野 における関係修復、安全保 障問題において首尾一貫 した政治を行

っている。これ らの課題の解決はまだまだ先の話である。 しか し、 日本は、希望を

失わず、一歩一歩ASEAN地 域 フォー ラム、 この東 アジアにお ける協力 と安全保障問

題 に関する最も有力 な地域機関における活動を活発化 している。
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